
　生活道路における歩行者などの安全な通行を確保するため、３月7日から「日高・高倉地区」が「ゾーン30」の区域に指定
されました。区域内では、最高速度が時速30ｋｍに規制されるほか、ポールによる狭さく、路面塗装などの安全対策が講
じられています。

　あなたの大好きな刈谷の一場面を写真に撮って、市  HPに掲載しません
か。応募作品は審査を行い、優秀作品は市民だより10月15日号で紹介し
ます。期間中最も多く投稿いただいた人の紹介も行います。たくさんの応
募をお待ちしています。
募集期間　4月1日㈪～8月31日㈯
撮影対象　市内の景色や名物、観光名所ほか

写真の形式・容量　５ＭＢ以内のデジタル写真
申　郵便番号・住所、氏名（公表の可否またはニックネームの希望）、年

齢、電話番号、メールアドレス（2回目以降の応募の場合は会員番号
のみでも可）、作品のタイトル、150字程度のコメント、撮影場所（町
名）、撮影日時を記入し、作品1点を （koho@city.kariya.lg.jp）ま
たはあいち電子申請・届出システム（ＱＲコード参照）へ。

※詳しくは市  HPをご覧ください。

  ▲森永良雄さん「コスモス畑と赤い電車」  ▲かりやのよっちゃんさん「緑の亀城公園」
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問　くらし安心課（☎62-1010）

問　広報広聴課
　　（☎62-1001）

「日高・高倉地区」が新たにゾーン３０に指定されました

かりやわがまち自慢　作品募集！
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問　環境推進課（☎62-1017) 

▲あいち電子申請
・届出システム

市民だよりにも
掲載されるかも！？
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